
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
四
月
四
日
提
出

質
問
第
二
〇
三
号

外
務
省
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イ
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テ
リ
ジ
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ン
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外
務
省
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
対
す
る
認
識
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
定
義
に
関
し
て
、
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
四
第
一
六
〇
号
）
に
お
い
て
、
政
府
は
、
「
イ
ン
テ

リ
ジ
ェ
ン
ス
と
は
、
一
般
に
、
知
能
、
理
知
、
英
知
、
知
性
、
理
解
力
、
情
報
、
知
的
に
加
工
・
集
約
さ
れ
た
情
報
等
を
意

味
す
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
か
か
る
定
義
に
基
づ
く
抽
象
的
な
理
由
で
、
外
務
省
が
国

民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
拒
否
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
か
。

二

外
務
省
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、
「
外
務
省
は
、
三
月
三
十
一
日
（
金
曜
日
）
付
で
、
秘
密
保
全
調
査
委
員
会
を

設
置
し
た
。
三
月
三
十
一
日
（
金
曜
日
）
読
売
新
聞
朝
刊
で
上
海
総
領
事
館
館
員
の
自
殺
に
関
す
る
記
事
に
関
し
報
じ
ら
れ

た
と
こ
ろ
、
外
務
省
と
し
て
は
、
こ
の
報
道
を
重
く
受
け
止
め
、
本
委
員
会
を
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
委
員
会
は
事
務

次
官
を
委
員
長
と
し
、
関
係
者
へ
の
事
情
聴
取
を
含
め
、
秘
密
保
全
に
関
す
る
事
項
に
つ
き
徹
底
的
に
調
査
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
。
な
お
、
本
件
報
道
の
真
偽
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
コ
メ
ン
ト
は
差
し
控
え

た
い
。
」
と
の
告
知
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
コ
メ
ン
ト
は
差
し
控
え
た

い
」
と
の
外
務
省
の
主
張
は
、
一
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
の
定
義
か
ら
し
て
、
「
一
般
に
、
知
能
、
理
知
、
英
知
、
知
性
、

理
解
力
、
情
報
、
知
的
に
加
工
・
集
約
さ
れ
た
情
報
等
」
、
す
な
わ
ち
外
務
省
の
ほ
と
ん
ど
全
て
の
業
務
に
関
す
る
事
項
に

一



対
し
て
国
民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
放
棄
す
る
暴
論
に
な
る
が
、
こ
の
外
務
省
の
論
拠
が
正
当
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
内

閣
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


